
共同募金について  

厚生労働省社会瞳援護局総務課   



共同募金の位置づけ  

0 共闘募金憶％戦後間もない頃（昭和22年）、戦災孤児を預かる民間福祉施設など   
の資金不足を補うためにスタ糟卜した民間の募金活動を制度化したものであり、現在   
習撼＄社会福祉を自的とする事業活動を幅広く支援することを通じで地域福祉の推進   

を図る募金活動と』て位置づけられでいる。  

1ご港間轟金活動は、毎年定められた期間（■＝1月－1日から12月こ＝日まで巨ニ，、す′・・－こ  

ぞの都道府県で行われるものであり、その実施主体ほ各都道府県に設立きれたF社  

会福祉法Å共同募金会」である。  

◎ 共同募金事業の公正性を担保するため、各都道府県の共同募金会にほF配分委   
県会」が設置されており、配分委員会の承認なしには、その年の募金目標額や配分   
計画を策定することができず、集められた寄附金の配分を行う≡ともできなし、。  

◎ 各都道府県内で集められた寄附金はち災害等のための準備金に充でる場合を除   

凱各都道府県内の「社会福祉を目的とする事業を経営する者」（社会福祉協議会、   
Nロー、J～ふ人などの団体・ゲル■岬プ、福祉施設等）に配分される。，  

・′ト   



「冊m州加叫憫Ⅶ  

監轟開幕金の実施体制選  

◎各都道府県共同募金会の連合会としで、「社会福祉法Å中央共同募金会」が連   
絡調整等を行って』、る。  

◎ 各都道府県共同募金会には、市町村ごとに内部組織※が置かれ句自治会領町内   
会等の協力の帯恥募金活動を実施している。  

塞菜食駁分会等の名称で呼ばれており、gO％以よが社会福祉協議会に設置されてら㌔る¢   

監募金の状況選  

¢ 制度発足以来、共同募金はその実績観を伸ばしできたが、平成7年度以降は減  

少傾向ぎ≡ある。（平成18年度の募金額は、約217億円。）  

田 募金鍍金体のヲ0％以上をF戸別募金」鳩治会汽町内会等の協動こよる世帯ごと   

の募金）が占めぞおり、そのほかに、「法人募金詔企業が行う募金：約10％）もF職   
域募金』（職場ごとに従業員が行う募金二約4％）、「街頭募金詔駅前等で呼びかけ   
る募金：約望％）などがある。  

…よ－・   



監事金実績額の推移（昭和22年度～平成18年度）ヨ  
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（単位：億円）  
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監募金の実施藷法ヨ  

※都道府県によって実施状況は異なるが、伽般的なケースとして細道府県共同眉金会、支会等の役割を整層したも軌  

＼ ＼、＼  一塁闇㌍■■■■■■■■騎t 莞   ■■■■脳劉調駁濯謂■■■■  ■■■駁対閑■■■       溜■   】その他】  
戊募金ボランティアが各・企菓に対して寄付を呼   ・企業、団体、官公庁な  りト学校、中学校、高・駅前、デパ¶トや  ・NHK歳  

＼                                家庭を訪問して寄付を呼 びかける募金  どの瞼域で従業員に寄付  軍学校などで児童曙生  スーパ仰の入口、商店  未たすけあ   
＼ ＼  を呼びかける募金   碇に寄付を呼びかける  

＼ ＼  募金   を呼びかける募金   

＼   

応安食担当者向け研修会を開催し、運動全般についての説明を行う（基本的には各支会の責商性に任せるようにしているのが  
現状）。また、運動費材の提供などを行う  

都道府県  
共同雰金会  0大規模法人、大型チェーン店等に対し協力依頼   0都道府県教育委盈金  

に封し協力依頼  

0自治会長に対する説明  0支全役職見を中心に各  ○法人募金の協力儀耗と  0地元教育委農金及び  0ボランティアセン  
会の開催や自治会長会  法人を訪問し協力依頼  併せて棄施   各学校に協力依頼   タ一に登録してい  
諸に出席し、共同募金  （訪問は民生委員へも  る団体や学校、企  
運動の説明と協力依頼  依頼）  菜、共同事金の受  

配施設・団体等に  

真金  対する協力依頼、  

0ダイレクトメ岬ルによ  葉隠場所、日時等  

る協力依頼  の調整（必要に応  

じて「道路使用許可  
音」を申請）   

自治会長が各班長、民生  

黍風琴に依験する  

自治会農               番傘襲施智  
寡金粟鮭  

磯風  各種団体／学校／企渠琴  

割合  10．2％   3．9％   

（18年度）   支全役職風、民生養魚  真金役   E  臥」憫  
剛4－   



監事金の配分状況扇  

◎ 配分額全体の約60％が「社会福祉協議会ム約20％がF団体靡ゲル㈱プ』年  

約頂⑳％がF福祉施設」にそれぞれ配分きれてb篭る。  

・二 凍向募金の対象となる事業は大小さまざまであるが、．その主な使い一斗らく！・：い－－、  

「地域の住民全般を対象にじた事業」（福祉サ岬ぜ呆に関ずる相談援助等：約3  

「高齢者を対象にじた事業」（見守り、配食サ坤ビス等：約25％∋などが挙げられ  

1  ■  
てこここ＼、＿、〆ノ⊥ニ＝ニコ㍗  

監課題選   

0 募金実績額が平成■7年度をピ柵ウに減少している。  

L・皐間募金の使途は多岐にわたっているが、とこにどのように使われて：いるか  
わか凝臆銚㍑などの指摘がある。  

◎ 地域のさまざまな福祉活動に適切な配分を行うために、都道府県ごとぎ≡寄附  

金を集め≠原則とし竃県内で配分するという現行め仕組みのままで十分か。  

●  －  

申5陶   
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／   

監今後ヨ  

共闘募金はも這れまで民間福祉活動の財源の主要な担い手とじて来蓉な  

役割を果たじてきたところであり、地域福祉における民間活動の活発化に潮  
風抗多磯な団体の活動を支援するとともに％新しい寄付の文化を形成ずる  

推進役と』ての役割が期待されている¢  

、・＼ 
＿．  
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参考資料（共同募金掟剖詳郡   



参考⑳沿革  

l  

、班■Y．ニニ”  

r第八草共同；   

ロ ロ   

書芸冨票認許薬師   への財政援助楽止   

準   

＝宅牒＝垣全国運動薬施。日本社   金串菓協会、同胞   
：嬢蕗会等の協れ（昭和22年）  

れる。（昭和26年）  ≡ も共同募金が法律に位置づけら   

都道府県共同募金≦  
共  

（財）全日本民生費風連盟  

りケ月間（昭和22年は、11月2  5E卜′12月25日。   

（平成12年）  

・社会福祉基礎構造改革による改正  
で、社会福祉法に改称。  

け第十牽∴隠観福祉の推進」に再塙。  
・目的にr地域禰祉の推進」が追加。  

業  
募金と社会福祉協議会」に規  

イ新しい寄  
付文化の創  
造をめぎし  
て」（21世紀  

を迎える共  
同募金のあ  
り方婁農会  
答申）  

・「21世紀に  

おける共同  
募金運動の  
指針（その  

1）」（中央共  

闘募金会）  

（平成13年）  

・「地域をつくる  
市民を応援す  
る共同募金へ  
の転換J（中央  

共同皐金会企  
画・推進委月会  
答申）  

（平成19年）  

■共同裏金倍加  
運動（昭和34年）   

・行政管理庁の  
勧告（昭和42年）  

央き  ・中央慈善  

協会（明治  
41年～）  
．1．βみ  

社会番紫  

協会（大正  
・10年へ′）  

血叩卓  

（財）中央  

社全事業  

協会（太正  

13年佃）   

会及び共同募金会連合会（中央  
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昭和26年）  

協津金に改称。（昭和30年～）  

に1  よ巨緊細‥＝謝り＝組‥＝帥  匿   

欝  
道府県に拠出可能（平成12年）  

t3ケ月間（10月帽～12月31日。昭和34年より、歳末たすけ表札、運動が典  
碁金の一環として行われる）  

【過半数配分  
原則】の緩和  
・災害復旧の  
場合等におい  
て量点配分  
が可能（平成  

2年）  

串室  1 条）  E過半数配分原則ヨの撤廃  

→「配分霧島会」の設健を法  
律で義務化（平成12年）   

福  
それらの過半数  き  

ぱならない（昭和26年）  

＿＿】．＆職，【．岬  



参考②典開幕金⑳実施体制  

中森典開幕会食は、募金活動は行わない。  

支叡分会等は、自前の組織を持たず、9割以上が市区町村社会福祉協議会に業務協力を依頼してb、る。  

※数値は、平成膵年度べ仙ス。  

唐法鷺124粂に定める共同募金連禽愈（社会福祉法泉）  

【設置数】全国1カ所  

【職員数】13人  

臣主な業務】  

・全国的な共同草食の企画立案  

・全国的な広報、イベ：ソト等の企飽、寒捕   
寧都道府県共同募金会の連絡調整   

など  

丁、＿丁＿＿  
率廉共同募金  

靡法第113条に定める共同募金会（社会福祉法Å）  

【設置数】全国47カ所（各県に1カ所）  

【職員数】228人  

【主な業務】   

鋼県内における共同募金の棄施   

負目横額、配分計画等の策定、公表   

など  

各都道府県共同募金会  

琶各藩道府県共同募金会の内教組総  
【設置数】全国2，1帽2カ所  

（東京都を除きほぼ市町村圏位で設置）  

E共同募金業務従事者数】5，糾4人  
【主な業務】   

胃地域における共同募金の寮施   

など   

真 
照 

等  

維8椚  



番考③廉開幕念の流親電申請から配分までき  

■■●●  

0 募金活動は、頂¢月1日から12月31Eほでの限られた期間に行われるが、配分の申請は4月頃から始まる。  

0現在旬都道府県共同募金会が、事業者（社会福祉協議会ち団体嘱ダj♭職プ、福祉施設等）に射しぞ、藩按配  

旨分する仕組みとなっている。  

竜0紙都道府県単位で配鮨決定する仕組みとなっているため、地域のこ劇靴十配配凱た配分を行う  
－  ∴誅・ご．・・・■二‥ ∴、テき、ニー．  

配分委員会 理事会・評議員 会  都導府擦薫  配分委員会   
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参考唾∋募金の状況  

軌Ⅶ頂凝道膀県別の募金総額及び肋Å当たりb肋世帯当た坊の募金鍍揮成瑠緯度）  

‾‾l三   

、   

単位：億円  

募金総額が最も多いのは東京都だが、叫職人当た順金額及び00世帯当たり募金額が最も凱咽は  

島根県。  

8
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6
 
 

北贋岩寓秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大鼻寮和島亀岡広山枝番愛高橋佐農熊兼官鹿沖  

海森草城田野島城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知翼賀都阪庫鼻歌取横山島口島jll嬢細岡架崎本分噂児綿  
道  川  山  

鯛ま0噂  

県   



ー‾‾、’’’’‾‾、－■■’Ⅶ‾■‾■‾、‾‾‾】 ‾‾、、＼  

‖）募金総療がも   

・最も多いのは、塞魔塵．鉛製虹旦陰農。  

寧最も少ないのは、鹿島凰の偲。  

※都道府県別の平均観乱冒億円   

（2）州Å当たり募金額が、  

庸最も多いのは、慮遺風の星型L旦艶。   

講義も少ないのは、泉阪魔の男腰L創製。  

※全国平均はパ澤軋急円   

（3）州世帯当たり募金額が、  

霹最も多いのは、底意魔の即製＿旦艶。   

・最も少ない（別ま、太阪磨．の芸担堅」盟。  

※全国平均は、438．首門  

④剛、瑠叫Ⅶく頂）都道府県別の募金総敬  

単飽：億円   

よ位の都道府県  

位   
県名   

割合  
金魚  

（％）   

県名   金額  割合（望も）   

1埠．7  6．65  徳島県   1．57   叢－華至≡   

1．62   0．73   

0．78   

1．75   0て9   頂 東京都            望 神奈川県 12．8  5．80  鳥取県      讃 埼玉県   10．9  4．92  和歌山県  1．72    穏 愛知県   柑．7  ！4．85  佐賀県      ヱ【北海道」10・2  軋62  高知県  1．78   0．81   

④叫頂…（望）密通府県別め職Å当たり募金額  

単位：円  

④仙1蘭（3）都道府県別の剛健帯当たり募金漁  

単性：円  

順  
上位の都道府県  下位の都道府県  

金魚   県名   金籠   

島根県   330．1  大阪府   106，6   

2  層Ⅷi県   308．9   東京都   120．7   

3  岩手県  308，2  広島県   130．2   

冬  出田県  285．0  千葉県  137．8    鳥取県  264．6  奈良県  139．2  

情   上位の都道府県  下位の都道府県   

位   県名 細  県名   金額   

1  島 919・3   大阪府  249，ア   

2  岩手県   878．0  東京都   250，6   

3  香川県   807．4  広島県   31B．8   

4  福井県   799．5  千葉県   348．尋   

5  鳥取県   神奈jl憬  350・9 

－・i．ト   



④剛芝皿Å当たり募金換（平射神慮ほソ職シヤルキヤピ魯ル指数※  
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浮∴ 、′；‥・こ∴i－・′べ呈卜鴇寺霹  

「隣近所とのつきあいの程度・信頼度、他線的  
活動（祭、行事〉への参加、ボランティア・市民活動  

への参加の状況などJを指数化したもの。  

奉賛斜における指数は、内閣府費託調査く平成  
閥帝展）のデ柵′タを基に、厚生労働省社食繹援護局  

が作成。  
／㌦が  

■－■  

千葉県  
広島県  

l．、   

∴仁50  

ふ刷、山．ふ…ふ∴酬ムー刷．山二、人両止ふ応≠。叫トもー．、｝．仙‘－－↓」Ⅶ．．iこ．品wふ⊥爪脚，爪、〃椚r¶．＿W、岬W、岬ノ憎．け、W．i   

O．50  1．00  ’卜50  2．00  

ヽJ＿÷．．－1卜十＿⊥【レP上Tlltl⊇粛▼  

・・Jl～■・・   



⑤叫増 配労の内訳（平成瑠7年度）  ※災害等準備金積立は除く。  

′・－－‾‥‾l、、‾＝－  

◎ 件数では喝F造盈撮隆協議会」と「団体・グル腑割（NPO法泉、ボランティア団体句家族会∵注民参加型   
団体など）がそれぞれ全体の約4割。   

0 金額で捜、訂後金旛盈陰魔塵jが全体の約6割（う15。9億円）を占め、個体はぎプ♭肋1プ」（身説3億剛の2倍   
以よ。   

O F福祉施設」は件数貯金額ともに全休の1書噛（9，557件も24．4億円）。   

臣1件あたりの配分額は、251，395円。  

※「・誉め他」とは、都道府県共同募金会等が債接行う事業（主に個人給付的なもの）に充てられている。  

・・†．蔓．コー・   



⑤Ⅶ藍藻愈の使途  

¢共同募金め使途は多岐にわたるが、どこにどのように使われているのかわかりにくしも、などの事旨構がある∩  

住民全般   h住民の福祉サ叩ビス利用に関する相醜   

（那∴銅坑平成17年度配分案  F社協広報誌等を作成し住民に福祉サ仙ピ呆情報の提供  
緒旗に占める割合。以下、同  

様。）  ほバリアフリ闇マップ作成など   

高齢者   ・寝たきりの高齢者の1人暮らしの高齢者の見守り詳介助   

ほ5．3％）   ・介護者を支援するための講習  

・移動入浴車での巡回   

障害児者   ・適所施設等への送迎用バス運行   

l（1臥S％）   りJ＼規模作業所の運営補助  

・余暇活動支援など   

児童澤青少年   
電子育て申の父母への生活相談   

（1芝．0％）   鏑児童文庫の運営補助  

雌フリースク¶ル運営補助  

習児童虐待防止やDV被害者の支援など   

要援護者   
眉低所得者に見舞金晶の配布   

（’琶2，ヲ％）   曹路上生活者への食事提供や就労犀自立支援  

甘在日外国人を対象とする詠泰語教室開催  

Rアルコ舶ル依存症者の更生支援など   

‥：LJト   



社会福祉法（昭和26年法律案穏5号き軸抜粋縛  

第謂⑳聾 地域福祉の推進  

第笥節地域福祉計画  

寮監静 観余韻祉協議会  

第3師 弟間募金  

（共同募金）  

第頂瑠芝条 ≡の法律においで「共同募金jとは、都道府県の区域を単位として、毎年間回、厚生   

労働尭臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄附金の募集であってちその区域内におけ   

る地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護   
事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者（国及び地方公共団体を除く。以下   
≡の節において同じ。）に配分することを目的とするものをいう。  

（共同募金会）  

築頂頂3粂 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、貸間種社会福祉寮薫とする。  

望 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。  

餞 三無闇募金会以外の者は、共同募金事業を行ってはならなし、。  

録 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称申に、F共同募金会j又はこれと紛らわ   

；．．享＼二．㌢掌を用いてはならない。  

如i5h   



∈共同募金会の認爾）  

第謂瑠卑粂 第≡十条第紳囁の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつでほ、寮≡幸三条   

に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならなしも。   

間 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存する≡と。  
特定Åの意思によって事業の経営が左右されるおそれがないものであること。   
当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に禽薫れなら鴇≡  

∴く）  

閤 役員句評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正雷≡   
代表するものであること。  

（配分委員会）  

第㍗相集：寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。  
望 第三十朱条第四境各号のいずれかに該当する者は旬配分委員会の要員となることができな   

十Ii  

詔 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の   
醐を超えてはならない。  

確 芝び∋節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項はも政令で定める。  

（共闘募金の性格）  

第謂瑠6条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければなち庵泡㌔  

－16h   



（共闘募金の配分）  

第頂謂習粂 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経常する者以外の者に配分』竃はな   
r二三ふい、，  

望 共闘募金会は年寄附金の配分を行うに当たヨでは勾配分委員会の承認を得なければなら   

チ主．二重・ミ∫J  

竃 尭開幕会食ほ、第百十三条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の   
末日意でに均その寄附金を配分しなければならない。  

穏 構盈貰廣地方公共団体はち寄附金の配分についぞ干渉してはならなし淘。   

（準備金）  

第確瑠8条 共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法（昭和二十二年法   

律第百十旅僧）第三条に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情   

がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じで   

得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。  

望 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があった場合には、第百十≡粂の   
規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域におい竃社会福   

祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、問項   

の準備金の全部又はT部を他の共同募金会に拠出することができる。  

竃 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金鏡を、同項の拠出の趣旨に   

碇が㌧当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分し   

なければならない。  
穏 典開幕金会は恥第Ⅷ頓に規定する準備金の積立て、第三頓に規定する準備金の拠出及   

び前項の規定に基づく配分を行うに当たっては、配分委員会の承認を得なければならなb箋。  

・－ユ．7・、   



（計画の公告）  

寮㌢臓粂㌻ 衆開幕金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の   

意農を聴きも及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分   
の方法を定め、≡れを公告しなければならな』、。  

（結果の公告）  

寮瑠28条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、蜘月以内に、募金の総額、配分   
を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百辛八粂第触項の規定により新た臆   
積み童竃られた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。  

霊 薬開幕金会は、第雷十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合にほ、速やかに、   
開項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。  

3 共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行うた場合には、配分を終了した   

後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称   

を公告するとともに、当該拠出を行った共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受け   
た者の氏名又は名称を通知しなければならない。  

ー18－   



（浜岡募金会に対する解散命令）  

寮頂夏暮頂条 第三十条第脚項の所轄庁は、共同募金会については、第蓋十六条第四項の事   
由が生臆た場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しな㍍と認めら観る曹≡萱   

頂た場合百三お転もでも、解散を命ずることができる。ただしも他の方法ぎ≡より監督の目的を達   

音る≡とができない場合に限る。  

（受配者の寄附金夢集の禁止）  

策領空望条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後脚年間は句その事業の経営   
に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。  

（適用除外）  

策笥23彙 第七十三条の規定は、共同募金会が行う共同募金につし㌔ては、適用配属㍑㌔  

（共同募金会連合会）  

第一望埠粂 共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位とし竃ち共同   
募金会連合会を設立することができる？  

農 兵開募金会連合会は、第七十三条の許可を受けて寄附金の募集をしようとするときは専   

あらかじめ旬その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る共同募金会の意見を聴   
かなければならない。  

一主うー   



民審応援啓  

∈第6固忘れからの地域福祉のあり方に関する研究会資料）  

中央共同募金会企画広報部長 島村糸子   
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0格差の増大、治安の悪化パ際会の鷺雪路   

の低下－・一不安を感じている市民の増  

8社会的な孤立による福祉的な課題の増  

8地域固有の多様な課題の顕在化％拡来  

田少草高齢化ぎ≡よる泉田減少社会の到来   

○限界集落柑将来的に喝多考の集落が消  

滅ずる磨予測され竃転篭る  ！  l  

き   

／   

√  

享 ◎泉田が減少♭ても地域社会が存続す  

るためのボイン巨は％広い意味での福  

祉．掛詩約艶竃㍍億  

⑳漉遮．裁との交流等が活発な地域なら  

≡ ぽ％地域社会揺存続し㌔経済的にもあ  

恵：ゝ長引亙・藩刃五十てい、■といわれている   
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⑳募金の増強を図る   

砂地域の資金二加ズの増加に対応することが必要   

憲w汚で募金実績は低減（10年間、毎年対前年比3～4％減）  

◎地域⑳福祉活動の支援に転換する   

¢市民参加により地域福祉を進める活動の増加  

⑳地域≡御題の多様化～地域福祉活動の広がりに対応する   

伊NPOなど多様な担い手の登場  

◎組織運営面の整備を進める   

¢市野村組織の充実強化が必要  

3   
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巨済藤忽念 鰻  髄悶儀凝蒸  簡   

機能∈改革の方向性）  

市町村組織を「支会分会」から「共同琴金委員  

会」に改組  
○専念ならびに助成にあたり、1年間の活動サイクルの各段階で、  

市民が参加できる役割を設計し、市民自身が主体となる運営を実  
感できるように転換する（転換にあたっては、市町村組織の事務  
賓のあり方を十分に検討する）。  

○市民の参加による助成の審査委員会を地域ごとに設置する。  
○それぞれの地域特性に応じたボランタリーな組織を地域の市民  

と共に築く。  
○生活圏域等に配慮し、複数市町村による広域的な組織のありか  
たについて検討する。  

課題  

共同案金委員会の組織化  

○社協との連携による市町村組織の整備  

○名称変更、新たなメンバーの参画、審査委員会の  
整備  

0住民参加による循環型共同募金機能の整備  

○共同募金委員会の制度化  

墟 繊  

市野村  

共同案金委員会  

地域の組織をバックアップする専門機能の強化  
○市町村組織の直接・間接支援をはじめ、人材養成・研修、企  

画・提案などを行う専門機能を充実・強化する。  

○重点助成テーマの設定など、重要度の高い課題に向けた多様  
な活動を促進知るために、提案・啓発（アドポカシー）的な機能  
を強化する。  

組織機能の強化  

○都道府県共同考金会のガバナンス（組織運営や事務  

局体制、財政基盤）の整備  

○社協との連携による市町村組掲への支援体制の整  
備  

○フロックなど周辺組織との連携や協働事業の開発  
など  

都道府県  

共同募金会   

連結調整機能から全国センタ肋機能の強化  
○全国の共同募金に関する政策・戦略立案機能の強化  
0情報収集・調査研究、広報機能、研修機能の晃直し（シ  
ンクタンク的機能）  

○贅金の実施額能を持つ  
○新たな募金方法の開発（企業との協働やネット募金など）  

○プロクラムオフィサー等人材睾成プログラムの開発  
○組織のガバナンス（組織運営や事務局組織、財政基盤）の  
整備  

6   

全国レベルでのキヤンペ鵬ン機能の強化  
○多少の投資が必要な企画も取り入れながら、全国レベルで関心  
を高めるギヤンペ血ンを展開する。  
○都道府県共同睾金会と連携し、社会的な諜注解決に向け多様な  
活動を促進するための提案・啓発（アドポカシu）的な機能を強  

化する。  
○企業や経済界等に対し、新たな価値として「地域への社会的投  
資」をコンセプトに社会貢献活動の働きかけを層化する。  

率無  

銭闇雲余震  



：l∴てさこぎこニ・藻皐  義ミ．．′・去滝  

㊧共同募金の市町村組織を「市町村共同募金委員会」に改組する  

敵地域ぞ清朝鶴橋引億幅広いメンバ触の参画を得る  

⑩地域の課題解決のための活動を作り出し、資金確保の募金活動に共同で取り組む  

⇒有効な活動鵜の助成を進め、地域の福祉力を醸成する《循環型の活動》  

循環型共同募金運動の概念図  

地  域  7   
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 既番  塵や活動爵底ぬ常闇愈常盤憲  

二ニーニヰ・車㍉∵き≒■  三 …与ヤー   

畿市民参加の徹底  

0 助成の柵定の枠を、市民参加による公開の審査会で決定  

○ 応募団体はプレゼンテ血ションを行い、審査を受ける   

→市民に事業の内容を知ってもらい、共同募金に関わった   

実感をもってもらう機会  

藤一盲…く■．一斗堆嘲制  
＊ 審査委員会はおとな委員と子ども委員で構成  

＊ おとな委員：学識者、地元関係者  

＊ 子ども委員：地元小中学校の生徒  

（審査の流れ）  

プレゼンの様子  

おとな委員による最終審査  

→最終的な助成額決定  

類
査
 
 

応募団体による公開  

プ♭ゼンテ間ション  

こども委員によ  

る投票→開票  

おとな委員によ  

る投票→開幕  

醸募金‘ゆ活動の広がりを生む「循環」  

容 子だも委員をつとめた子どもが、助成審査を受けたプル  
℃7で、プの活動に興味をもちボランティアとして参加した  

容 子ども委員を務めた子どもたちで、赤い羽根応援団をつ  

≪り㌔ 募金活動を実施しでもらい、参画感を味わってもら  

った。  
10   
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嵐覇監参観療  
・∴・ミ‥要き．・・∴、‾rii．㌧・▼‥．  

・と1  

＊共同募金について「■誰が助成決定しているのかよ≪わから窃㍍」という市民の声   

⇒共同募金が活用されている施設。団体等を「知っている」は15．5％（※）  

＊助成審査に市民の手を借りることはできないか？   
⇒共同募金ボランティア希望者のなかで「配分の審査ボランティアをやってみたい」と答えた市民は、7．5％（※）  

※出典：共同募金とボランティア活動に関する意識調査  

（第3次）《中央共同募金会平成IB年〉より  舗市町村「地主或配分金審査委員会」の設置  

㊥鮎募した助成申請について、支会として審査委員会をもち、助成決定を行う  
劉審査委員会～「市民の気持ちを代弁する」委員構成（地域の退職者など、市民の代表  
者としでも 幅広い人選をおこなう）  

㍉－、＼＼  〆  

ー・∴・ミ  
地主或のÅを巻護込む  

事業詔？  

地域社会に   

害ぼれる事業か？  

誰のために、   

何をする事業か？  

の「こ護った」  

・  
．．  聖弊  ／〆  

．．－† － 
か｛ 

申要員は配分のみでな≪、受配団体の掘り起こし、事業執行状況や事業のよ粗品い向よ  
のためのアドメ等イスを行う  

！、ミ   



ミ妄・＝重奉  

＊豊国共通配分テ酬苛の設定  

都道府県ごとの取り組みであったことからも必ず♭も全国的な統御感をも慧た  

運動とほ＄なっでこなかった   

瑚都道府県共同募金会がちそれぞれ実施主体として運動を展開するなかでの、社会的な課題に対す  

る協働配分のこころみ  

痛か』＼はね子どもの遊び場（昭和41年運動創設望0周年記念）  

瀬蘭模作業所（昭和62年運動創設40周年記念）  

彩安心正賓全のまちづくり支援（平成18年60周年記念）  
、、、－、－  

日中央共同募金会が主体となって行う全国キャンペーン   

全国一一斉の国民運動としての共通性、統一性を  
へ・－ン  

●地域固有で解決し得る課題については、市民の理解を促し、課題解決への  

●全国的、世界的に広くとりくむべき課題、普遍化すべき課題を把握し、重  
を定めてキャンペーンとして展開することで解決を図る  

、、、－、   



喜∴三j．長嶺喪  

⑳∈れ諾で写も 9割奮起孟る共同募金会の「重合◎分会」の事務局を担っで護た己と蜜  

積極的に評億  

○社会福祉協議会と緊密な連携を図り両者の機能を活かした活動を継続じ貰い≪  

躊社会福祉協議会と共同募金会との役割分担の明確ヰヒや両者の機能や組織の違いに3㍍  

○つ竃’も 市矧こ訝∋かりやすく伝ぇていく  

○地域福祉活動計画との連携   

～市町村社協のこ蜘ズ把握機能を生かし、市町村共同募金委員会の助成計画策定機能の強化と連  

携を図る。その際の連動を積極的に進める  

13   



線昏済落慶豪農奮起勝野樹社会  観協議会爵遵  ；・千手－…‥、、－；  
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嵐断線域渚勤 鞠  審翻  

妄三驚峨県冒南蒔き監察禰  

韻高齢脚器財癒した亀胡も地域福祉活動、地域福祉活動⑳基盤整備   
高齢化率25％起（地区によっては4割超）の日南市において、平成各年度から推進され■ぞきたも   

ふれあいのまちづ＜り事業の馴環として、小地主或の福祉援助ネットワ鵬ク化活動   

⇒日南市全土或で、「区福祉推進会（105区）」及び「地区福祉推進協議会申地区社会福祉協議会   

（7地区。以下「地区福祉推進協議会等」という。）」を整備（平成7年完備）  

襟組強健支援費金曜定着癖ネットワ糟夕資金としで、共同募金助成金を利用   
※区福祉推進会には、活動組織化・定着化支援資金として助成  

※地区福祉推進協議会等には、地区内のサロン事業費として助成  

＊日南帯の小地域福祉活動の連携園  

日南市社協  

地区内の各区福祉推進会からの福祉委員の代表も 地  

区の区長鋤民生委員児童委員の代表者などで構成さ  
れ、地区内の福祉状況の把握、地区福祉推進事業の  
調整などを市社協と共同して行う  

組
織
化
支
援
助
成
 
 

サ白ン活動費助成  活勒支援   

地区福祉推進協議会等宅7地区ラ  

区内の福祉票層巨民生児童要員、区長、高齢者クラブ   

…●■●や婦人会の代表などで構成され、区内の福祉状況の   把握や訪問活動、サロン活動等を実施  区福祉推進会（iO5区）  

15   



壕助成の効果及び今後  

悔、1¢5区申8ヲ区で「年末年始福祉事業」としてⅧÅ暮らし％高齢未婦、片親世帯恥入院申の   

住民などの要援護者に対する昼食会・安否確認などに助成   

（18年度助成で87区＋3小地域活動団休計1，3ヲ9，735円）  

埼平成環年度からの絶続助成で、か地域組織（ちょヨとしたことを頼める間柄）は、ほぼ観相㍍鷹  

叛灘磯憾   

ィwヲ地区す璃での地区福祉推進協議会等に対し、計1，冒5（〉，000円を助成、市内計56カ所でサロン  

事業を寮施  

i卓一，   



愚廉済募金爵饅割  

準備金制度の運用（現行）  

′√1…伽・【▼叩h・…Ⅳ」ヽ＼  

′＞  

、′、、√‾－Ⅶ…～ 「  ／‾  1′被災県が自撃  

穏立食で対応  
各県で3年應分穏漫  
く上限：嘉愈額め3鴨 ⑳地‡熱帯存立にかかわる災害時には、共同募金   

会はこれ蔑で以上に大きな役割を果たしてい  

∴  

㊧義援金募集と災害ボランティア活動支援とい   

う共同募金会の2つの役割を明確にし、関係   
者や市矧こ周知する必要がある  

「災審がなかった場合  
ブロワや等近熊最盛  

積立3年経過後、  

取り崩して県内配分  
被災県峯二拠出応採  

一一一′－ノー㌦’  
▲ ーJ一－－■一  

皿  

Jニ  

3◆被災県へ愛国が  

提 言  

●義援金募集の取り組み  

①被災県、他の都道府県共同募金会、中央  
共同募金会が連携し、迅速かつ円滑な募集  
事務のあり方について検討  

●災害ボランティア活動支援など災害等準  

備金の効果的活用  

主・災害等準備金の脚部を中央共同募金会に  

集約しておき拠出するし＜みを確立  

署ゝガイドラインや効果的活用事例集の作成  

熊蔑応漠 喝．  
＿押＿ト  

駐兵開幕金会による災害ボランティア活動支援選  

0阪神大震災を教訓に、都道府県単位で活動支援  

資金積立潜幸（1998年k県内対応）  

0被災県に射し全国から韓宜金を拠出・配分で馨る  

「災寄支援制度（準備金）jが法制度化（記000年更  

社会福祉法）  

0中越沖地震災害支援では、他県衆寡からの拠出も  

あわせ1億円の準備金を確保、第1次配分で約7芝00  
万円の配分。現在第2次配分の申請を受付中。  

且7   



■ ▲・、こ  ∴一宇 二・ミ ーニ≡・  さ‾三ざ∴星‾…∴；＿ニ言∴三言  ＿、  

地域優」毘  
琶朗事稟  

助成綺療3乳7£晩729円  

（対節軽度此3象萌j   

・防災リーダー研修  
＃防災・避敗訴練、講座  
・被災擬似体験  

・高齢者宅設備点検・整備  

・家具転倒防止  

・緊急時日用品箱配布  
付保存食配布  

》辱故防止、防犯一防災涛劾  

喜蓮書奉遷   

ボ予お予球筋  
1ヰ4草葉  

助成総額祝9糾，895円  
対前年慮比→32．俄）   

環災睾ボランティア研修  
・災書ポラニノティアネットワ剛ウ化   
－ボランティア保険  

防災臼親欝謝感激慮  
22さ車乗 

助成経額電晩機軋3錮閂  
（対前年慶比 ＋柑．9暫局）   

・災害ボランティア・  

＝巨州ディネ巾タⅦ研修  

・災害対応マニュアル作成  

k災審対策基盤整備  

b災音数採用備品整備  

p地域ネットワ岬ク化   

・マップ作成  

災裔等 

積立額   

準備金  

471．254，97一円   
対前年度比←0．9馬う  

・災害発生時の災審   
ボランティア活動支援   
のための積立資金  

甘災音救援活動訓練  

‖）災寄支授・親授活動を行うボランティア  

団体・グループ  

（2）市町村殴階琴で活勘拠点軍務所を   

設橙したボランティア団体・グ／トープ  

及び社会福祉施設  

（3）都道府県段階で災零ボランティアセン   

タ・－一及ひ都道府県社会福祉陥観念   

並びに日本赤十字社支部が中核と   

なり設匿した活動拠点事務所  

資金支  

y  

被災者救援活動   

i8   



割藍勤麿  

㌢貌欝ボ予沙テ耳ア活動支援プロジェタト会議」とは  

膣業¢社会福祉協議会¢NPO。共同募金会が協働し、被災地主体のボランティア活動に寄与す  

るため㌔2005年1き引こ設置された。新潟中越地震以降、現地災害ボランティアセンタ恕の側面  
的支援ち災害ボランティア活動の状況調査、被災地のNPOへの助乱会議鬱ブ譜輌ラムの開催  
などα）活動を行っている。  

モ‘J   



◎制度の狭間ぎ≡ある者（地域の要支援者）鴨の対応  

掬国聴域活動の基盤整備と充実（社協と共募の連携によるか地域活動配分事例事例3）  

調整活や健康相談を行なっている施設が、新たに精神障害者の自立支援や自殺を考える芳の保護を  
行う緊急宿泊施設を整備する費用の支援（事例5肋①）  

（●、．・・掴耳滴儲では応Åきれていないニ…∴ズハ・朝対応  
四児童自立援助ホ腑ムの支援（事例5嘲①）  

l、   払臼V被害者への支援匂予どものシェルタ肝整備（事例5鵬①）   
瀾宅生活に移行したホ脚ム♭スの「その後」の支援（事例5馴③）  

0地域の意識から生まれる問題に対する対応  

鳩殺防止鳩殺未遂者の支援（事例5闇①）  

画商三舎と協働した子育て支援の拠点整備の支援（事例5鋤②）  

Q総合的な対応の不十分さから生まれる問題に封ずる対応   
甘暇廟」削乱暴カなど芋どもを取り巻く問題への対応を、地域社会にプピ舶廉するため㌧摘酎湖翁を  

訝づ隼あたたかく優し♭竜社会を築こうjをテ鵬マにフォ榊ラムを開催する活動を支援（事例5血①）   

監地域において対応が求められている問題（第4回「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」資料から選  

20   



r■  

、∴－  ．∴・  ■ ・・、－‾ 十・∴  、…  ・・∴…・ご．．・・  
－ ．．こ  －‥ ．．一  
議わ、翻叫 J∧W  嘉 一  

鹿田V硬電着支援車婁・防塵寧鷺   

27件／■配分額領8†787．㈲円  

瀞母子生汚黛校亀鵠  
17件 配分織5，2．54，POけ円  

葡′・騒人保箆施設   
4件′′鮒訝350．伽〇円  

フlト牒タ｛明紀  

堵8件′／配分額11†00軌790円  

漁軽量濱飴鰻  
柑7侭．′′’記骨預藍氾．ア馳．卑20円  

澤党慶膚繚紡止肇箕  

社会的私立蓉防止する車韮  
＝泊7件、／ノー配分額ア0，蛮氾や81ア円  

チャイルトライン  
澗瀦欄済牒魔  
掴離乳／‘配分額：拍，ア8乳3悌円  

韓健児意解溺啓発  
2件ノ再已サ絹2．389．∝山門  

保箇所  
1．試隠浄／3望7℡仁賂8，43営門  

撃巌保管零賽  
：迅2件／配分評37，l糾．0銅門  病児保育革質  

ヰ俸／で配分額2．2略就醇円  

ひ孝こもり防止串韮  
168件／配分締35．76・9，932円  非行防止撃落  

2丁6件／配分古語30．292．000門  

濫恐自立憲接巌冨蔓  
1外ノ●配分搾丁60．0恥円  

精神搾寮費真横調教  
2。82¢件ノ配分綿鵬0，6錮，997円   

転鞍防止番茶・いのちの電話  
52陣ノ（配分額釘，134，∝氾円  

犯罪被審者安堵串簾  
計障ゾ′配分洩3．Q27．5QO円  

摂食障鬱勃安城覇業  
2曹’配分額220．00〇円  

暴走族追放迂勒客   
年俸′ノ上配分額33ら，脚0円  

囁物依存症車寛強調峯、  
ダルク  
卑語倖／配分額さ，醐，凝氾門  

ホームレス真壁蟄裳  
136件．′「配分額18．62乳921円  

アルコmル餅抒慶穏支線賽楽  

20件′■講己分納3．346，∝】0円  

21   



‾ ‾‾‾ ‾署．－ニ  、  ミ・－＝  、、．－．．…＝  

憶搬   
薬物依存   

e．0（I（l千H  

意用量 路調ング  

．－：、、・・t．・・†で∴沖；ニー、  

犯隠  
祉止  

ひ暫こもり防止  
35，770羊円  鶴鮨相続  

20．752千円  

剰生自立支蝮 女性自立支援  
低092草円  74．6舶千円  

ー胤   
社会的孤立防止  

おしゃれ教室  
墓，727手円  

蒋’民呆ポ仙－」ツ   

52，2＆2千円  

・∴∴…∴  “、一・・‾●－  
1．0：け千円  

4t，575軍門  

精神障軍容支掻   
ヰ60．郎隠半円  

自校防止  
ク暮，134千円  B7幣生涯学習窯 撞遽紺酎密  

22（IT：円  9．538千円  
伝承活動  

了リレコール†衣行■  
分煙対韓   3ぷ4¢千円  

検波織成車線魔  87・ぎ帽子用  

34千円  
王丁化：鼓捷  

おもちゃ闊番館 2項・a7露草閂  

棚5畔円 肺  

ニリI7千川  

原爆被歩呈＝番支蟻   

8．1と＝千円   

贅陳病態者支描   
43．92一冬千門  

欝埠：尤・聴穏  
7．510手  

待防止  

不登校児支援  
1t．nnl干円  

軸物ふれあい  
3－4ヰ9千円   監  

㌢【詣旅臨検鯵億番支援   
し・173干円  

病院ボランティア  
8，025千円   

′＼ンt：ン病ノL窺脊支援  
＄．B8司一千門  

医療相淡Ⅳ講演  
t5，59（享千円  

蔑蝿  
非朽！防止  
30．292ニト円  

暴走族五島放   
335軍門  

防災・災寄対J芯   
38乙391千円  

祇祉マヅ1  
25．559千円  

人、棲軸誠．・神譲  
】6．0・19千円  

壬［口外国人支援  
軌537芋粥  

地域防犯  
司0．086千弼  

ホスピス沸座   
55口早円  

ホームレス支提   
柑．630千円  

地域環境菜化  
83．796千門  

…キニニ去             ■  
育苗鮫轍署賢鞍儲   

れ381軍門   ごみ問題  
12．328千円  

∴斗：くい．二耳・；  
ニミニ・   国際交流噂支援  

16．0丁2干円  ●、：：㌫∴・！‥卑  環境像≡艶  
t．2イ0千円  



・杢紅㍉酎；ぎ嘉．・・、三  窺   

トミ1享こ長子ー、悠、さ‡∴∴・i：－．！－■1  

腋掛執叫臥畑隠－」iノ  

0助成事業の募集にあたり広く新聞等で周知するとともに㌔県矧司募金会で情報を収集しも活動の   
掘り起こしを行っている。  

0市町村段階の組織からはあがってこなかった取り組みをキャッチすることができた。  

0その結果、自殺未遂者やDV被害者への支援等、多様な社会的二物ズ  

への対応を行う活動からの助成申請が寄せられた（，  

躁テ恥習奮強調した募金  

0活動団体が集まる機会を設け、取り組んでいる課題等について意見   

交換を行って整理した共通課題「命を救い、守る活動支援」を重要   

テ蜘苛として掲げて募金を実施した。（総額742万円）  

臣活動の例ヨ  

誹
 

被
 
．
 
害者への支援  命の乗切さのアピ榊プ♭   

いじめ、自殺、暴力  
など苧どもを取り巻く  

問題への対応を、地域  
社食にアピ輪ルするた  
め、r尊い命を守り、あ  
たたかく優しい社会を  

築こう」をテⅧマに  

フォ榊ラムを開催する  

活動を支援  

川
蝉
十
圭
 
 
，
 
∴
 
 

自殺防止噂自殺乗遂  

者の支援  

子どものシェルタ叩整備  

さまざまな理由で社会  

での自立が困難な青少  
年のための支援を行う  
自立援助ホ鵬ムへの支  
援（新たな拠点整備）  

こころのサボ触卜  

暮らしに関わる生活  

や健康問題の相談に  
のっている施設が、新  
たに精神障害者の自  
立支援や自殺を考え  
る方の保護を行う緊急  
宿泊施設の整備する  
費用を支援  

凌 行
成
薬
 
養
の
 
 

多数の自  

乗遂者が  
殺
坊
 
 

自
尋
 
 

軋
 
 

殺
で
 
 

ヽ 

において、自殺未遂  
者を保護し、再出発を  
支援している団体へ  
の支援。  ■

し
＼
 
 

＿〟一′■  ＼、、＿＿＿＿＿＿  〆／    、－Lr  ＿＿＿、＿一一一   



一二睾、∴き享，  備臆願感鮎鮭謡  

（寮京都）監事例5卿■r芝）讃  

隋 ■－－・十：一ご∴吏ぞ、阜欝れる常設の拠点がほしい  

○東京都小平市のNPO法Å「子育て広場 きらら」は、   

子育て｝時の親子が集まる広場の開催や、子育て情報誌の   

発行、プアミリ無骨ポ血トセンター事業、子育てサボ鵬   

夕如の養成などを行っている。  

0これまでは、公民館や小学校の空き教室、大学の教室、   

マン：ションのコミュニティスペぉス、都営住宅の集会所、   

特別養護老人ホ触ムなどの場所を借りて、子育て中の親   

子が集まる広場を開いていたが、いつでも立ち寄れるよ   

うな常設の拠点がほしいと考えていた。  平成19年12月8日オ閤プニンゲイベントに  

て  

謝商三舎◎協力と共同募金会の助成を得て実現   

0商工会に協力してもらい、商店街の空き店舗にスペ陶スを確保することができたが、   

工事費や備品を購入する資金が必要であったため共同募金の助成を受富子た。  

0共同募金会からの助成額90万円（工事費の棚郡、備品購入費）  
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縛態挺耗蜘  腿謁腰維  ・・：≠：・－さ  

・・ヤ：そ丁ト、・“・・・ニーニー：F．  

◎居宅盤活ぎ芸移行』たホⅣムレス経験者のFその後』のこ哺諾をキヤ撃骨   

太阪府内幹事市（※）からの委託事業として府社協が実施しぞいた布地ムレス巡回相談指導事業によ  

ぎ・・．i   

居宅生活に移行した柿肋ムレス経験者に、「話し椙芋も無くて寂しい」「薗ったときの相談相手   

患い騒い」ことか儀「仲間が集まる場所」「何か相談できる場」が欲しいという支援二物ズがあ   

ることをつ力＼んだ。（※）大阪市を除＜  

◎厨社協の独自事業としでF自立継続支援事業」を実施   

このこ恥旭ズに対し、大阪府社協は、府社協の独自事業として居宅生活への移行後も自立継続   

支援事業を行なう必要があると判断、事業開始にあたって、資金面での手当てを大阪府共賽   

に相談篭 府共募は、平成18年度事業として助成することとし、事業が実現した。  
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⑳実施事業   

事業費総額50万円について二全額府共葺からの助成で実施された。  

盗難猷甜こ嵐忍拍錨稿勤、智臼ン活動  

ホ加ムレス経験者に対してはがきによる安否確認を行うも 護た、場合によって直接訪問に   
よる面接相談も行う（対人関係の相談、制度利矧こ関する相談）  

また包 当事者同士のなかまっくり、人間関係の構築のために、料理大会、映画大会などの   
サロン事業を、18年度で3再実施した。この廿日ン事業は、当事者による企画実行≠委員  

会形式での運営というところに特色がある（実行委員会は6回開催）  
は圭、踪たき礎倍＝か黒行  

この集まりを「はばたきの会」と名づけ、府社協がかかわって居宅生活に移行したホ肋ム  

レス経験者100名に、およそ3月に肘度の割合で通信誌を発行した。  

∈∋助成の効果及び今後  

唱社会的ニーズに即応した助成として効果をあげた。  

昏「広域配分」と「地域配分」両方による支援（令後）   

「広域配分【」としての府社協への助成（府全体をコ鹿ディネート）に加えて、等後も 地域にお   
いて活動する他の団体の活動にそれぞれ「地域配分」として助成することで、広域活動と地域   
活動の連携を促すことができる。   
蔓後㌔ 実行委員会を中心として㌔ 経験者による醐種のピア念力ウシゼl」ジグ的なち 飛地ムレス   
の緊急支援、自立支援を行いたいと考ぇている。  

¢将来の政策提言（背後）  

活動を継続することで、『居宅支援に移行した「■●その後」の支援』の必要性を行政に政策提   

言することも期待される。  
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0イ：ノタ旭ネットによる募金（口座からの振替も  済 

カ如仰ドによる募金、コンビニでの募金㌔ 壁紙   

購Åも セカンドライブ等）  

0自動販売機による募金  

0寄付付商品  

0チャリティ如才細クション  

0ドナ知子ヨイス（使途選択募金）  

こ、）遺産の寄付、等々  

ミニュく草  

げ－■  そこ  

ドナ細チョイスのちらし  

自動販売機での募金  

芝7   

セカンドライブでの募金  




